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１ 地元住民組織 

 

 本地区では平成１０年６月に，地元の方々が中心となり「ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり研究会」

（以下「まちづくり研究会」という。）が発足し，まちづくりに関する検討が行われ，市街地再開

発事業を計画したものの，本市の財政状況悪化により都市計画手続き前の平成１３年１２月に事

業実施を延期しています。「まちづくり研究会」はその後も活動を継続し，まちづくりの早期事業

化について市長及び市議会議長へ要望を続けてきています。 

まちづくりに係る検討を再開した後，平成２５年度には「勉強会」を開催し，平成２６年７月

には「まちづくり研究会」は新たな組織「ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会」（以下「まちづく

り協議会」という。）に組織改編（移行）され，その後，具体的な計画検討を行ってきました。 

 

■まちづくり研究会・まちづくり協議会の会員構成区域 

 会員構成区域図 

ま
ち
づ
く
り
研
究
会 

 

ま
ち
づ
く
り
協
議
会 
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（ 名 称 ） 

第１条 会の名称は，「ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり研究

会」（以下「本会」という。）とする。 

 

（ 事務局 ） 

第２条 本会の事務局は，芦屋市建設部都市計画課（まち

づくり・開発事業担当）内に置く。 

 

（ 目 的 ） 

第３条 本会は，ＪＲ芦屋駅南地区が駅前にふさわしい魅

力あるまちになることを目的とする。 

 

（ 予定対象区域 ） 

第４条 本会のまちづくりの区域は，ＪＲ芦屋駅南地区の

業平町の一部とする。 

 

（ 活動内容 ） 

第５条 本会は，第３条の目的を達成するため，次の活動

を行う。 

 (1) まちづくりに関する調査・研究  

 (2) まちづくりに関する意見交換と計画の検討  

 (3) まちづくりに関する広報  

 (4) まちづくりに関する学習会・講演会・研修会及び 

       見学会 

    の開催  

 (5) その他本会の目的達成に必要な事項  

 

（ 会 員 ） 

第６条 本会の会員は第４条で定める区域内の土地また

は建物の所有者とする。 

 

（ 世話人の選出 ） 

第７条 世話人は，全体会において出席者の同意を得て選

出する。 

２ 世話役は，世話人の互選によるものとする。 

３ 前項の世話人の任期は１年とし，再選はこれを妨げな

い。 

 

（ 世話役 ） 

第８条 本会に次の世話役を置く。 

 (1) 代 表    １名  

 (2) 副代表   若干名 

 (3) 会 計    １名 

 (4) 幹 事   若干名 

 (5) 監 事    ２名 

 

（ 世話人の任務 ） 

第９条 代表は，本会の会務を総括する。 

２ 副代表は，代表を補佐し，代表が事故ある時はその任

務を代理する。 

３ 世話人は，世話人会を構成し，全体会のテーマ等を協

議する。 

４ 監事は，決算又は出納の状況を必要に応じて監査する。 

 

（ 世話人会 ） 

第１０条 世話人会は，必要に応じて代表がその都度招集

する。 

 

（ 全体会 ） 

第１１条 全体会は，２ヶ月に１回程度開催し，必要ある

時は臨時全体会を代表がその都度招集し，開催するこ

とができる。 

 

（ 承認事項 ） 

第１２条 次に掲げる事項については，全体会の承認を得

る。 

 (1) 世話人の選出 

 (2) 活動計画及び活動報告  

 (3) 予算の収支及び決算報告 

 (4) 監査報告 

 (5) 規約の改正 

 

（ 会 計 ） 

第１３条 本会の経費は，補助金，その他の収入をもって

充てる。 

２ 会計報告は，全体会に報告し承認を受けるものとする。 

３ 本会の会計年度は，毎年４月１日より翌年３月３１日

までとする。 

 

（ 報 酬 ） 

第１４条 本会の世話人には報酬を支給しないものとす

る。 

 

（ 議事録 ） 

第１５条 全体会の議事については，議事録を作成し代表

及び代表が指名する会員が署名して保管するものとす

る。 

 

（ その他 ） 

第１６条 本会の活動を補佐する目的でアドバイザーを

置くことができる。 

 

   附 則 

１ この規約に定めのない事項及び疑問が生じた時は，世

話人会の討議を経て全体会の承認を受けるものとする。 

２ この規約は，本会成立の日から施行する。 

３ 最初の会計年度は，第１３条の規約にかかわらず，本

会の成立の日より平成１１年３月３１日までとする。 

４ この規約は，平成１０年６月２１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は，平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は，平成１５年４月１日から施行する。 
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（名称） 

第１条 会の名称は，「ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議
会」（以下「本会」という。）とする。 

 
（事務局） 

第２条 本会の事務局は，芦屋市都市建設部都市整備課内
に置く。 

 
（目的） 

第３条 本会は，ＪＲ芦屋駅南地区の整備について，早期
の事業化を図るために必要な事項を，市と協働で具体
的に検討し，決定していくことを目的とする。 

 
（対象区域） 

第４条 本会のまちづくりの対象区域は，ＪＲ芦屋駅南地
区の業平町の一部とする。 

（別添区域図参照） 
 
（活動内容） 

第５条 本会は，第３条の目的を達成するため，次の活動
を行う。 

 (1) まちづくりに関する調査・研究・協議 
 (2) まちづくりに関する意見交換と計画の協議・検討 
 (3) まちづくりに関する広報 
 (4) まちづくりに関する学習会・講演会・研修会及び 
    見学会の開催 
 (5) その他本会の目的達成に必要な事項 
 
（会員の構成） 

第６条 会員は，次の各号にあげるものとする。 
 (1) 第４条で定める区域内において土地・建物の所有 
    権を有する者。 
 (2) 業平町自治会より推薦された者。 
 (3) 第４条で定める区域の周辺において，まちづくり 
    への関心が高く協議会が参加を認めた者。 
 (4) その他，協議会が認めた者。 
 
（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 
 (1) 会 長    １名  
 (2) 副会長   若干名 
 (3) 会 計    １名 
 (4) 委 員   若干名 
 (5) 監 事    １名 
 
（役員の選出） 

第８条 役員は，総会において出席者の同意を得て選出す
る。 

２ 会長，副会長，会計，監事は，役員の互選によるもの
とする。 

３ 前項の役員の任期は１年とし，再選はこれを妨げない。 
 
（役員の任務） 

第９条 会長は，本会の会務を総括する。 
２ 副会長は，会長を補佐し，会長が事故ある時はその任

務を代理する。 
３ 役員は，役員会を構成し，総会の議題等を協議する。 
４ 監事は，決算又は出納の状況を必要に応じて監査する。 
 
 
 
 
 
 

 
（役員会） 

第１０条 役員会は，必要に応じて会長がその都度招集す
る。 

 
（総会） 

第１１条 総会は，通常総会と臨時総会とし，会長がその
都度招集し，開催することができる。 

２ 総会の議長は，会員の中から選出する。 
 
（承認事項） 

第１２条 次に掲げる事項については，総会の承認を得る。 
 (1) 役員の選出 
 (2) 活動計画及び活動報告  
 (3) 予算の収支及び決算報告 
 (4) 監査報告 
 (5) 規約の改正 
 
（部会） 

第１３条 会長は，本会の活動を円滑に進めるために，必
要に応じ，部会を置くことができる。 

２ 部会は，代表を置くとともに部会の活動方針について
定め，会長に報告するものとする。 

３ 部会は，専門的な事項について企画，検討を行う。 
 
（計画検討会） 

第１４条 第３条の目的を達成するため，第４条で定める
区域全体の土地利用の検討並びに事業の円滑な推進及
び第１３条で定める部会間の連絡・調整を行うため，
計画検討会を置く。 

２ 計画検討会は，協議会の基本的事項の企画立案等を行
う。 

３ 会員は，本人の希望により計画検討会に参加すること
ができる。 

４  計画検討会は，必要に応じ，会長が招集する。 
 
（会計） 

第１５条 本会の経費は，補助金，その他の収入をもって
充てる。 

２ 会計報告は，総会に報告し承認を受けるものとする。 
３ 本会の会計年度は，毎年４月１日より翌年３月３１日

までとする。 
 
（報酬） 

第１６条 本会の役員には報酬を支給しないものとする。 
 
（議事録） 

第１７条 総会の議事については，議事録を作成し会長及
び会長が指名する会員が署名して保管するものとする。 

 
（その他） 

第１８条 本会の活動を補佐する目的でアドバイザーを
置くことができる。 

 
   附 則 
１ この規約に定めのない事項及び疑問が生じた時は，総

会の討議を経て承認を受けるものとする。 
２ この規約は，本会成立の日から施行する。 
３ 最初の会計年度は，第１５条の規約にかかわらず，本

会の成立の日より平成２７年３月３１日までとする。 
４ この規約は，平成２６年７月１２日から施行する。 
 

 

ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり協議会規約 

-48-



２ 計画検討の経緯等 

２－１ ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり研究会・協議会と市との検討経緯 

 

  平成２５年６月から平成２８年１２月までの間において，まちづくり研究会・協議会と市とで行

ってきたまちづくりの検討経緯は，以下のとおりです。 

 

組織名 会議名 開催回数 

まちづくり研究会 

総会 ３回 

勉強会 ８回 

協議会設立に係る準備会 ２回 

まちづくり協議会 

総会 ３回 

地権者部会 ４回 

計画検討会 ３８回 

 

《各会議の開催日程》 

■まちづくり研究会 

【総会】 

回 数 日 付 

第２３回 平成２５年 ６月２９日  

第２４回 平成２６年 ５月１７日  

解散総会  ７月１２日  

 

【勉強会】 

回 数 日 付 

第１回 平成２５年０８月０３日  

第２回 ９月１４日  

第３回 １０月１２日  

第４回 １１月０９日  

第５回 １２月１４日  

第６回 平成２６年０２月０１日  

第７回 ３月０１日  

第８回 ３月２２日  

 

【協議会設立に係る準備会】 

回 数 日 付 

第１回 平成２６年６月１４日  

第２回 ６月２８日  

 

 

 

■まちづくり協議会 

【総会】 

回 数 日 付 

設立総会 平成２６年０７月１２日  

第２回 平成２７年０５月２３日  

第３回 平成２８年０５月２８日  

 

【地権者部会】 

回 数 日 付 

第１回 平成２８年０４月０２日  

第２回 ０４月１６日  

第３回 １１月１９日  

第４回 １２月１０日  

 

【計画検討会】 

回 数 日 付 

第１回 平成２６年０８月０２日  

第２回 ８月２３日  

第３回 ９月０６日  

第４回 ９月２７日  

第５回 １０月１１日  

第６回 １０月２５日  

第７回 １１月０８日  
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回 数 日 付 

第８回 １１月２９日  

第９回 １２月２０日  

第１０回 平成２７年 １月１０日 

１月２２日 

（平日夜間開催） 

 

 

 

第１１回 １月３１日  

第１２回 ２月１４日  

第１３回 ３月０７日  

第１４回 ３月２１日  

第１５回 ４月１１日  

第１６回 ５月０２日  

第１７回 ５月２３日  

第１８回 ６月１３日  

第１９回 ７月０４日  

第２０回 ７月２５日  

第２１回 ７月３０日  

第２２回 ８月０８日  

第２３回 ８月２２日  

第２４回 １０月１７日  

第２５回 １０月３１日  

第２６回 １１月２１日  

第２７回 １２月０５日  

第２８回 １２月２６日  

第２９回 平成２８年  ３月１９日  

第３０回 ５月１５日  

第３１回 ６月２５日  

第３２回 ７月０９日  

第３３回 ７月３０日  

第３４回 ８月２７日  

第３５回 ９月２４日  

第３６回 １０月１５日  

第３７回 １０月２９日  

第３８回 １１月２６日  
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ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり研究会・協議会と市との検討内容（概要） 

年度 組織 計画検討の主な流れ 

Ｈ25 

まちづくり 

研究会 

  

Ｈ26 準備会   

まちづくり 

協議会 

  

Ｈ27   

Ｈ28   

都市計画素案の説明 

まちづくり課題の抽出・ 

まちづくりの方向性検討

住民の方々への 

意向調査（第 1 次）

まちづくり方針（案）の作成 

  研究会から市長宛てに提出 

まちの施設配置イメージを検討 
駅前広場だけでなく建物の配置をイメージしな
がらの計画検討 

・駅前広場及び建物の配置イメージについて検討
（参加者の意見を基にした案も含むＡ～Ｇ案）（※3）

・駅前広場のロータリー型と通過型の比較検討 
・都市計画既決定の区域と市有地のみでの整備検討

住民の方々への 

意向調査（第２次）

市から事業手法（市街地再開発事業） 

と事業区域の提示 

交通機能（駅前広場）を中心に検討 

・駅前広場の規模，形状（通過型，ロータリー型）

・駅前広場及び建物街区の配置（※1，※2） 

導入機能（住宅・商業・公益）の検討 

住民の方々への 

意向調査（第 3次）

コンセプト（案）の作成 

市から計画（案）Ａ，Ｂを提示（※４） 

まちづくり協議会

会員や周辺住民の

方々への聴き取り

市から新たな計画（案）Ⅰ，Ⅱを提示（※５） 地元権利者の方々 

への個別訪問 

市から，事業手法（第二種市街地再開発事業）と，

「計画（案）Ⅱをベースに進める」と説明 

・駅前広場の検討（通過型，ロータリー型） 

・建築物，デッキの検討 

・歩行者動線の検討 

まちづくり協議会

設立に係る 

個別説明 

ＪＲ芦屋駅南地区

まちづくり基本計

画(案)に係る市民

意見募集の実施 
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まちづくり協議会と市との検討の各段階で使用した資料の抜粋 

※1：駅前広場及び建物街区の配置の検討 

第３回計画検討会（平成２６年９月６日） 

考え方１ 北側に駅前広場，南側に建物街区 

 

考え方２ 北側に建物街区，南側に駅前広場 

 

考え方３ 西側に駅前広場，東側に建物街区 

 

 

 

Ｎ 

Ｎ 

Ｎ 
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※２：駅前広場の規模，形状（通過型，ロータリー型）の検討 

第７回計画検討会（平成２６年１１月８日） 

１．通過型 路側一層案 

 

２．通過型 路側多層案 

 

 

 

 

 

 

  

３．ロータリー型案 
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※３：駅前広場及び建物の配置イメージの検討（参加者の意見を基にした案も含むＡ～Ｇ案） 

第１５回計画検討会（平成２７年４月１１日） 

パターンＡ 

駅前広場東線を駅前線と接続 

 

パターンＢ 

駅前広場と建物街区との間の道

路を廃止 

パターンＣ 

建物街区を南北方向に配置 

 

   

パターンＤ 

建物街区をＬ字型に配置 

パターンＥ 

公園などのまとまった緑地空間を確保 

  

パターンＦ 

地区南側の住環境を保全するために，区域から

除外 

パターンＧ 

駅に接続するデッキを主な歩行者動線・歩行者空

間として位置づけ 
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※４：市から計画（案）Ａ，Ｂを提示 

第２４回計画検討会（平成２７年１０月１７日） 

Ａ案 駅前広場東線を駅前線と接続 

 

Ｂ案 駅前広場と建物街区との間の道路を廃止 

 

Ｎ 

Ｎ 
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※５：市から新たな計画（案）Ⅰ，Ⅱを提示 

第１回地権者部会（平成２８年４月２日），第３０回計画検討会（平成２８年５月１５日） 

Ⅰ案 公共交通広場と一般車乗降場とを分けた形 

 

Ⅰ案 イメージスケッチ 
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※５：市から新たな計画（案）Ⅰ，Ⅱを提示 

第１回地権者部会（平成２８年４月２日），第３０回計画検討会（平成２８年５月１５日） 

Ⅱ案 現況の東西方向道路を活かした形 

 

Ⅱ案 イメージスケッチ 
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２－２ 事業区域・手法 

 

 ＪＲ芦屋駅南地区まちづくり基本計画（平成２８年８月～９月 市民意見募集実施）において示

した「まちづくり方針」及び「まちづくりコンセプト」を実現し，本地区を本市の南玄関口にふ

さわしい市街地として形成するため，現在，駅前で都市計画決定している交通広場及び駅前線だ

けでなく，周辺市街地を含めた一定の区域で「まちづくり事業」を実施する必要があります。 

まちづくりの事業手法には，交通広場など公共施設として利用する予定の用地を確保し整備を

行う「街路事業」，周辺地域を含めた区域で換地方式を活用した「土地区画整理事業」，市街地の

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的とし，建築物及び建築敷地

の整備並びに公共施設の一体的な整備ができる「市街地再開発事業」などの手法があります。 

本地区では多くの地元権利者の方々が駅前での生活や営業を継続させていくことを希望されて

いるため，地元権利者の方々が「区域に残れる手法」とする必要があります。「街路事業」や「土

地区画整理事業」では，多くの方々に転出していただくこととなるため，建築物及び建築敷地並

びに公共施設を一体的に整備できる「市街地再開発事業」により事業を行います。 

なお，本地区では交通広場等の公共施設の整備が重要な課題であるため，市が施行者として事

業を行う「第二種市街地再開発事業」によって事業を行います。 

 

本地区における事業手法の比較 

事業手法 街路事業 土地区画整理事業 市街地再開発事業 

特  徴 

公共施設（交通広場及

び駅前線）の用地のみ

を買収し整備 

公共施設（交通広場及び駅前

線）部分のみでなく，周辺市

街地を含めた一定の区域を

設定し，換地手法により，公

共施設（交通広場及び駅前

線）と宅地を同時に整備 

土地区画整理事業と同じく

周辺市街地を含めた区域

で，管理処分（権利変換）

手法により，建築物及び建

築敷地並びに公共施設（交

通広場及び駅前線）を一体

的に整備 

課  題 

・地元権利者の方々

は，意向に関わらず

転出が必要となる 

・駅前の商業が全て地

区外に転出し，商業

機能が失われ賑わい

がなくなる 

・本地区では公共施設に必要

となる面積比率が大きいた

め，適切な減歩率にするた

めには一定規模の用地を買

収により取得しなければな

らないが，残留希望者が多

く減歩率を下げられない 

・土地及び建物の共同化が

必要となり，地元権利者の

方々の理解が必要となる 
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２－３ 駅前広場必要面積・機能 

 

 駅前広場（交通広場）を計画する上での必要面積・機能は，「駅前広場計画指針」（（社）日本交

通計画協会 建設省都市局都市交通調査室監修）に基づき算定しています。 

 駅前広場面積算定の手順は，以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）駅前広場利用者の予測 

 駅前広場利用者数の予測は，平成２３年度に本市が実施した交通量調査（平成２３年１０月２

３日（日），２６日（水））を基に，以下の概略フローに沿って行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記により算出した「駅前広場利用者数」は，３７，５３２人となります。 

 

駅前広場面積算定の概略フロー 

 （４）駅前広場面積の確定 

総合的な配置計画の検討 

・駅の位置づけと特性 

・現況・周辺土地利用等 

 （２）駅前広場基準面積 

（１）駅前広場利用者の予測 

・駅前広場総利用者数（総利用率α×将来鉄道乗降客数） 

・駅端末交通手段分担率 

（３）駅前広場必要面積 

（利用実態等に合わせ補正） 

①現況のＪＲ芦屋駅南口鉄道乗降客数と端末交通手段分担率の把握

⑤将来のＪＲ芦屋駅南の「駅前広場利用者数」として算出 

④総利用率（α）による補正 

③将来人口の伸び率による補正 

②バス路線の南北再編に伴う駅前広場利用者

数の移動（北口から南口へ）を考慮

駅前広場利用者数算出の概略フロー 
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（２）駅前広場基準面積の算定 

 駅前広場基準面積は駅前広場利用者数を用いて算定を行います。駅前広場基準面積の算定手順

は，以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）駅前広場必要面積の算定 

 駅前広場必要面積は，駅前広場基準面積を利用実態等に合わせ補正し算定します。本地区では，

タクシーの待機場について利用実態を考慮し，５台から８台へ補正します。補正後の駅前広場必

要面積は，以下のとおりです。 

 

 駅前広場必要面積＝３，７６２㎡≒約３，８００㎡ 

 

 

 

 

 

 

交通空間面積 

・駅前広場の交通にかかわる空間面積を

交通空間面積といいます。 

・交通空間面積から 

  ①「バス乗り場滞留場」 

  ②「タクシー乗り場滞留場」 

  ③「歩道」 

の面積を除外したものが車道空間面積

となります。 

環境空間面積 

・駅前広場の環境にかかわる空間面積を

環境空間面積といいます。 

・環境空間面積には、歩行空間と、修景

された交通島など全ての環境空間が

含まれます。 

・環境空間面積は、車道空間面積と同面

積となります。 

駅前広場基準面積 

（駅前広場基準面積＝車道空間面積＋環境空間面積＝３，５８２㎡） 

 

  車道空間面積  歩行空間面積 

交通空間面積 

環境機能確保のために 

別途追加すべき面積 

環境空間面積 
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（４）駅前広場面積の確定 

 駅前広場必要面積を基に総合的な配置計画を検討して，駅前広場面積を確定します。駅前広場

を計画する上での基本的な考え方は，以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本地区の駅前広場は，東西道路（駅前広場西線～駅前広場東線）及び南北道路（駅前線）との

接続，施設建築物との一体的な整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本地区における駅前広場の必要機能は，以下のとおりです。 

路線バス バース数 

乗車 ２ バース 

降車 １ バース 

計 ３ バース 

タクシー 
バース数 

乗車 １ バース 

降車 １ バース 

計 ２ バース 

タクシー待機場 ８ 台 

一般車 乗降バース ３ バース 

一般送迎バス 乗降バース １ バース 

 

 以上の条件を踏まえ，駅前広場を計画し，駅前広場面積を確定します。（平面図は，次頁に掲載。） 

 駅前広場必要面積＝約６，１００㎡ 

 

■基本的な考え方 

１．歩車分離など安全・安心の観点に配慮し、円滑な流れとなる歩道を配置する 

２．出入り口は 1 方向からを基本とする 

３．駅前広場内での通過交通を発生させない 

４．植栽の配置、憩いの空間などアメニティ（快適な環境）にも配慮する 

５．現在の建物立地とあわせて駅南側のまちづくりにも配慮する 

ＪＲ芦屋駅 

※駅前広場の必要

機能は，駅前広場利

用者数を基に算出

しています。 

※上記駅前広場面積には，道路（約２，１００㎡）を含んでいます。道路を除いた駅前広場面積は，

   約４，０００㎡となり，駅前広場必要面積（約３，８００㎡）と同程度の面積となっています。
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